
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃やすごみ 

１３円／ｋｇ 

 

燃やすごみ 

２１円／ｋｇ 

 

 現在、鎌倉市の事業系一般廃棄物処理手数料は県内で３番目に安い金額であり、ごみの焼却処理にかかる費

用（約３２円/kg）と現在の処理手数料（１３円/kg）に大きな差が生じています。 

 このたび、事業系ごみの減量・資源化を推進し、受益者負担の適正化を図るために、平成２６年１０月１日

から燃やすごみの事業系一般廃棄物処理手数料を以下のとおり改定します。 

収集運搬料 

＋ 

処理手数料 

ごみ処理料金 

|| 

 

処理手数料 

収集・運搬 焼却処理 

※計量は１０kg 単位です。植木剪定材の一般廃棄物処理手数料（１３円/㎏）は変更ありません。 

 

 

排出事業者 
（店舗・事業所等） 

鎌倉市一般廃棄物 
収集運搬許可業者 

市の焼却施設 
 
 

分別・排出 

平成２６年９月３０日まで 

 

 

平成２６年１０月１日から 

 

 

ホームページ http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shigen/jigyousho.html 

●一般廃棄物収集運搬許可業者と契約しない場合は、ごみを適正に分別した後、燃やすごみは焼却施設に

自ら直接搬入し、市に「処理手数料」を支払います。 

  

 

●一般廃棄物収集運搬許可業者と契約している場合は、ごみを適正に分別して排出し、ごみ処理料金 

として「収集運搬料金」と「処理手数料」を契約業者に支払う必要があります。一般廃棄物収集運

搬許可業者は、燃やすごみを焼却施設に搬入し、市に「処理手数料」を支払います 

鎌倉市からのお知らせ 

廃棄物の処理は事業者にその責任があります。排出者としての事業者自身が事業者

責任に基づき適正に処理することが基本とされています。 

事業活動に伴って排出されるごみは、地域のクリーンステーションには出せません

ので、ご注意ください。 

※なお、許可業者との契約金額につきましては、ご契約している許可業者にお問い合わせください。 
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お客さんの食べ残し、 
食品の売れ残り、調理残さ 
 

※できるだけ水分、油分を除きましょう 

※食料品等の製造業から出る生ごみは、

産業廃棄物になります 

ごみをきちんと分別すれば、燃やすごみの量が減り、資源物が増えることになります。 

ごみの料金改定を機に、あらためてお店や事業所から出るごみの分別を見直してみましょう！ 

☆減量 
  
   
   
 

☆リサイクル 
  ・業務用生ごみ処理機を活用する。 
   ・リサイクル業者で、飼料化・肥料化 
   
  

市の焼却施設へ搬入される事業系ごみへの資源物や産業廃棄物の混入を

防止するため、平成 25年１月から、搬入された事業系ごみのごみ投入検

査機を設置し、搬入物検査を強化しています。 

市条例により、事業系ごみが適正に分別されてないときは、事業者に対して受入拒否などの行政処分を

科される場合があります。 

①生ごみ 生ごみの減量・リサイクルを行うには 

検査…搬入されたごみが適正に分別さ

れているかどうかを検査します 

勧告…分別を徹底するよ

うに勧告します 搬入停止…期間を決めて搬入を停止します 

 

公表…勧告に従わず、分別できていないごみを 

持ち込む事業者の氏名を公表します 

さらに…続くと 

さらに…続くと 

従わないと… 

配送 

ごみの量を定期的 

に把握する 

分別されてないごみが 

あると 

お店や事業所を 

特定して 

指導…分別の冊子配付や立ち入り

等の指導を行います 

 

保管 販売 

仕入 

メニューの工夫 調理の工夫 

②リサイクル 
できない紙 
汚れた紙類 

ティッシュ、紙ナプキン 

紙コップ、感熱紙等 

※メモ用紙などの紙、ボール

紙などは、分別して資源化し

ましょう 

④木くず 
※植木剪定材を除く 

※建設業から出る木くず 

は産業廃棄物になります 

③資源化でき   
ない繊維くず 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


